
第

五

百

九

十

六

号

令

和

七

年

六

月

六

日

(

金
曜
日)

目

次

議
会
規
則

○
岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

議
会
総
務
課)

二
五
三
ペ
ー
ジ

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

特
別
支
援
教
育
課)

二
五
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

二
五
五

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

飛�
特
別
支
援
学
校)

二
五
五

正

誤

○
岐
阜
県
指
定
重
要
文
化
財
及
び
岐
阜
県
指
定
史
跡
名�
天
然
記
念
物

を
指
定
中
訂
正

(
文
化
伝
承
課)

二
五
六

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
中
訂
正

(

飛�
農
林
事
務
所)

二
五
六

議

会

規

則

岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
六
日

岐
阜
県
議
会
議
長

小

原

尚

岐
阜
県
議
会
規
則
第
一
号

岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則(

昭
和
五
十
九
年
岐
阜
県
議
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中｢

加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す｣

を｢

加
え
る｣

に
改
め
、
同
項
第
二

号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て
い
る
者

三

前
二
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

第
十
二
条
第
一
項
中
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
第
七
号
を
第
四
号
と
し
、
第
八
号
を
削
り
、

同
項
第
九
号
中｢

議
事｣

を｢

会
議｣

に
、｢

お
そ
れ
が
明
ら
か
に｣

を｢

こ
と
が
明
ら
か
で｣

に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中｢

第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
物
品｣

を

｢

第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
物｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中｢

、
静
粛
を
旨
と
し｣

を
削
り
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中｢

表
明
し
な

い｣

を｢

表
明
し
、
又
は
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

静
粛
に
す
る
こ
と
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
六
月
六
日



第
十
三
条
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、

同
条
第
八
号
中｢

機
器
の
電
源
を
切
る｣

を｢

機
器
は
、
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る｣

に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中

｢

議
場
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
議
事
の
妨
害
と
な
る｣

を

｢

会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

｢

別
記
第
一
号
様
式
中

を

｣

｢

に
改
め
、
別
記
第
二
号
様
式
中

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
別
記
第
三
号
様
式
中

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
(大
型
)
３
台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
３
月
13日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
４
月
23日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
七
丁
目
89

三
菱
ふ
そ
う
ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス
株
式
会
社
東
海
ふ
そ
う

岐
阜
支
店
長
水
鳥
晃
夫

６
落
札
金
額
73,032,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
特
別
支
援
教
育
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
(中
型
)
４
台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
３
月
13日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
４
月
23日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
六
条
大
溝
一
丁
目
７
番
１
号

い
す
ゞ
自
動
車
中
部
株
式
会
社
岐
阜
支
社

支
社
長
伊
藤
督
久

６
落
札
金
額
94,620,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
特
別
支
援
教
育
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

木
曽
川
右

岸
用
水
土

地
改
良
区

連
合

令
和�･�･��
理
事

加

納

福

明

加
茂
郡
七
宗
町
神
渕

三
六
一
二
番
地
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
飛�
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
管
理
業
務
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公

示



一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
２
月
14日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
３
月
26日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
高
山
市
丹
生
川
町
日
影
48番
地

株
式
会
社
丹
生
川
観
光

代
表
取
締
役
中
西
政
太

６
落
札
金
額
33,518,179円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
飛�
特
別
支
援
学
校
事
務
室

�
所
在
地
高
山
市
山
田
町
831番

地
44

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

昭
和
三
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
第
三
千
九
十
五
号

岐
阜
県
指
定
重
要
文
化
財
及
び
岐
阜
県
指
定

史
跡
名�
天
然
記
念
物
を
指
定(

岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
号)

九
三
七
頁
下
段
の
表
中｢

高

山
市
西
之
一
色
町
城
山
二
五
一
九
番
地｣

は
、｢

高
山
市
松
倉
町
二
〇
五
九
番｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

令
和
七
年
五
月
十
六
日
第
五
百
九
十
号

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
二
一
四
頁
下
段
後
か

ら
一
行
目
中｢

二
九
五
二
番
地
四｣

は
、｢

二
九
五
二
番
地
四
七｣

の
誤
り
。
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令
和
七
年
六
月
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


